
─落 葉 果 樹─





新農薬実用化試験 成績検討会（落葉果樹分野）での指摘事項

試験区（試験樹の配置）について

連制になるように，試験樹（調査樹）を配置してください。

「 区 樹 連制（反復）」は試験薬剤，対照薬剤，無処理を つの連として，それを つ配置するも

のです。配置は，各連で並びを変え，場所による対象病害虫の偏りに配慮してください。

上記以外の場合において，試験薬剤ごと，対照薬剤ごと，無処理ごとに配置すると連制（反復）とは

言えず，「 区 樹連制（反復）なし 調査カ所」と記載しました。

対照薬剤選定について

状況に合わせて，登録の範囲内で選定してください。

対照薬剤として活用してきたカイガラムシ卓効のスプラサイド水和剤が登録失効にともない，製造中

止となりました。対照薬剤について，変更がありますので，ご確認ください。



( 調査法 54 )

 



( 調査法 55 )
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( 調査法 56 )

図 アザミウマによるブドウの葉の被害，①は被害部位の面積が葉の表面積に対して ％を目安（被害少の上限）
とし，②は同割合が ％（被害中の上限）を目安とする。



( 調査法 57 )
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図 アザミウマによるブドウの穂軸の被害，①は被害部位の面積が穂軸の表面積に対して ％を目安（被害少の上
限）とし，②は同割合が ％を目安（被害中の上限）とする。



( 調査法 58 )

対 照 薬 剤 （落葉果樹）
ここに掲げられていない害虫には指定対象薬剤はありません。

樹 種 害 虫 名 薬 剤 名 希釈倍数

な し ナシグンバイムシ スミチオン乳剤 倍

カメムシ類 スミチオン水和剤 倍
アドマイヤー顆粒水和剤 倍
アドマイヤー水和剤 倍
スタークル／アルバリン顆粒水溶剤 倍

アブラムシ類*** アドマイヤー水和剤 倍

ナシキジラミ スミチオン水和剤 倍

カイガラムシ類 アプロード水和剤 倍
アプロードフロアブル 倍

カイガラムシ類（休眠期） マシン油 倍

クワコナカイガラムシ ダイアジノン水和剤 倍

ナシチビガ スミチオン水和剤 倍

シンクイムシ類 スミチオン水和剤 倍

ハマキムシ類 既登録薬剤から選定

ナシホソガ 既登録薬剤から選定

アメリカシロヒトリ ダイアジノン水和剤 倍

ケムシ類 ロムダンフロアブル 倍
ダントツ水溶剤 倍
フェニックスフロアブル 倍

ハダニ類*** コロマイト乳剤 倍
コロマイト水和剤 倍
アカリタッチ乳剤 倍

ハダニ類（休眠期） マシン油 倍

ニセナシサビダニ ハチハチフロアブル 倍

ニセナシサビダニ（休眠期） マシン油 倍

*ワタアブラムシに対しては （ミクロデナポン）水和剤 ％ 倍を用いる。
**委託薬剤が合成ピレスロイド剤の場合，対照薬剤にペルメトリン（アディオン）乳剤 ％
倍を追加する。

***抵抗性が考えられる場合は，効果の認められる慣行防除剤を用いる。

も も カメムシ類 スミチオン水和剤 倍
アドマイヤー顆粒水和剤 倍

アブラムシ類* ダイアジノン水和剤 倍

カイガラムシ類 アプロードフロアブル 倍

カイガラムシ類（休眠期） マシン油 倍

モモハモグリガ アドマイヤー顆粒水和剤 倍

シンクイムシ類 既登録薬剤から選定
フェニックスフロアブル 倍

ハマキムシ類 既登録薬剤から選定

コスカシバ トラサイド 乳剤 倍
フェニックスフロアブル 倍



( 調査法 59 )

樹 種 害 虫 名 薬 剤 名 希釈倍数

も も ハダニ類 オマイト水和剤 倍

（ で薬害のでる場合） コロマイト乳剤 倍

（休眠期） マシン油 倍

*抵抗性モモアカアブラムシにはペルメトリン（アディオン）乳剤 ％ 倍又はイミダクロプ
リド（アドマイヤー）水和剤 倍を用いる。

う め アブラムシ類 モスピラン顆粒水溶剤 倍

ウメシロカイガラムシ 既登録薬剤から選定 倍

カイガラムシ類 アプロードフロアブル 倍

カイガラムシ類（休眠期） マシン油* 倍

ハマキムシ類 スミチオン乳剤 倍

アメリカシロヒトリ スミチオン乳剤 倍

ハダニ類 カネマイトフロアブル 倍

*薬害の危険がない場合に限る。

ぶ ど う アザミウマ類 アドマイヤー顆粒水和剤 倍
コテツフロアブル
（チャノキイロ，ミカンキイロのみ)

倍

カメムシ類 スタークル／アルバリン顆粒水溶剤 倍

フタテンヒメヨコバイ スミチオン水和剤 倍

クワコナカイガラムシ アプロードフロアブル 倍

コカクモンハマキ フェニックスフロアブル 倍

ブドウスカシバ スミチオン水和剤 倍

ブドウトリバ スミチオン乳剤 倍

ブドウトラカミキリ スミチオン水和剤 倍

ブドウトラカミキリ（休眠期） トラサイド 乳剤 倍

コガネムシ類 スミチオン水和剤 倍

ハダニ類 コロマイト水和剤 倍

か き チャノキイロアザミウマ パダン 水溶剤 倍

カキクダアザミウマ オルトラン水和剤 倍

カメムシ類 スミチオン水和剤 倍
アドマイヤー顆粒水和剤 倍

カイガラムシ類（休眠期） マシン油 倍

フジコナカイガラムシ スミチオン乳剤 倍

オオワタコナカイガラムシ スミチオン乳剤 倍

ハマキムシ類 ダイアジノン水和剤 倍

カキホソガ スミチオン乳剤 倍

カキノヘタムシガ スミチオン水和剤 倍

イラガ類 スミチオン水和剤 倍

く り アブラムシ類 モスピラン顆粒水溶剤 倍

カイガラムシ類 アプロード水和剤 倍

落

葉



( 調査法 60 )

樹 種 害 虫 名 薬 剤 名 希釈倍数

く り カイガラムシ類（休眠期） マシン油 倍

モモノゴマダラノメイガ* エルサン粉剤 /
スミチオン水和剤 倍
フェニックスフロアブル 倍

カミキリムシ類 トラサイド 乳剤 倍

*委託薬剤の剤型に合わせて選択する。



判 定 基 準（落葉果樹）

( 調査法 61 )

対 対 照

記 号 効 果 の 判 断 判 定 基 準

効 果 が ま さ る

「判定基準」は作成されていないので試験実施者の経験により判断する。
必要に応じて一般委託試験の「判定基準」を参考にすることも可。

効 果 が ほ ぼ 同 等

効 果 が や や 劣 る

効 果 が 劣 る

対無処理

記 号 効 果 の 判 断
ハ ダ ニ 類 判 定 基 準

ナシ・モモ・ブドウ

効 果 は 高 い ～

効 果 は あ る ～

効果は認められるが
その程度はやや低い

～

効果は低い(ない） 以下

〈計算法〉
成績のとりまとめに用いた数値が防除効率の場合（四捨五入で整数表記）
（無処理を とした場合，供試薬剤と無処理との差）
注）ハダニ類以外の害虫についての「判定基準」は作成されていないので試験実施者の経験により判断する。
必要に応じて常緑果樹の「判定基準」を参考にすることも可。

落

葉





─寒冷地果樹─





新農薬実用化試験 成績検討会（寒冷地果樹分野）での指摘事項

対照薬剤選定について

状況に合わせて，登録の範囲内で選定して下さい。

対照薬剤として活用してきたカイガラムシ卓効のスプラサイド水和剤が登録失効にともない，製造中

止となりました。対照薬剤について，変更がありますので，ご確認ください。

評価指数の表示

対無処理比や密度指数を表示して下さい。

寒冷地果樹分野では，虫数や被害の実数や平均値のみ，または計算値で防除効果を評価してきました。

効果及び実用性を判定する中では，比較する指数が重要となります。 年度からは評価に用いた指

数を表示してください。

接種・放虫の確認

卵接種をしたら，分かる範囲で卵数（ハマキムシ類等），

処理前虫数（クワコナカイガラムシ等）を確認して下さい。

ハマキムシ類試験の場合は，接種後に処理を行い，その後の幼虫数で評価していました。卵数を示す

ことで，評価の妥当性を説明する狙いがあります。カイガラムシの場合は，処理前の幼虫数を示すこと

で処理前後の密度の変化を説明しやすくなります。

圃場図について

可能な範囲で樹間や列間を記載して下さい。

試験樹の間に使用していない樹がある場合も，図に記載して下さい。



( 調査法 64 )



( 調査法 65 )
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( 調査法 66 )



( 調査法 67 )
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( 調査法 68 )

対 照 薬 剤（寒冷地果樹）

樹 種 害 虫 名 薬 剤 名 希釈倍数

り ん ご シンクイムシ アディオン水和剤 倍

ハマキムシ類 フェニックスフロアブル 倍

キンモンホソガ デミリン水和剤 倍
モスピラン水溶剤 倍
バリアード顆粒水和剤 倍

リンゴハダニ越冬卵 マシン油乳剤 倍

各種ハダニ共通 サンマイト水和剤 倍
コロマイト乳剤 倍
ダニサラバフロアブル 倍
ダニゲッターフロアブル 倍
スターマイトフロアブル 倍

アブラムシ類 アドマイヤー顆粒水和剤 倍
ウララ 倍

食葉性チョウ目害虫*

（除，シャクトリムシ類）
フェニックスフロアブル 倍

ヨモギエダシャク* コテツフロアブル 倍
フェニックスフロアブル 倍

ギンモンハモグリガ アドマイヤー顆粒水和剤 倍

リンゴワタムシ ダントツ水溶剤 倍
トランスフォームフロアブル 倍

カイガラムシ類 アプロードフロアブル 倍
トランスフォームフロアブル 倍
コルト顆粒水和剤 倍

注 ）* 剤， 剤の試験の場合，同系統の剤を用いてもよい。
注 ）暫定版ですので，地域の実情に応じて他剤を用いても結構です。



判 定 基 準（寒冷地果樹）

( 調査法 69 )

対 対 照

記 号 効 果 の 判 断 判 定 基 準

効 果 が ま さ る

「判定基準」は作成されていないので試験実施者の経験により判断する。
必要に応じて一般委託試験の「判定基準」を参考にすることも可。

効 果 が ほ ぼ 同 等

効 果 が や や 劣 る

効 果 が 劣 る

対無処理

記 号 効 果 の 判 断
ハダニ類・リンゴサビダニ判定基準

リ ン ゴ

効 果 は 高 い 以上

効 果 は あ る ～

効果は認められるが
その程度はやや低い

～

効果は低い(ない） 以下

〈計算法〉
成績のとりまとめに用いた数値が防除効率の場合
（無処理を とした場合，供試薬剤と無処理との差）
注）ハダニ類・リンゴサビダニ以外の害虫についての「判定基準」は作成されていないので試験実施者の経験により
判断する。
必要に応じて常緑果樹の「判定基準」を参考にすることも可。

寒
冷
地

図 カスミカメ類による被害別グレード（青森県植物防疫協会 川嶋氏より提供）





─常 緑 果 樹─





新農薬実用化試験 成績検討会（常緑果樹分野）での指摘事項

試験区（試験樹の配置）について

連制になるように，試験樹（調査樹）を配置してください。

「 区 樹 連制（反復）」は試験薬剤，対照薬剤，無処理を つの連として，それを つ配置するも

のです。配置は，各連で並びを変え，場所による対象病害虫の偏りに配慮してください。

上記以外の場合において，試験薬剤ごと，対照薬剤ごと，無処理ごとに配置すると連制（反復）とは

言えず，「 区 樹連制（反復）なし 調査カ所」と記載しました。



( 調査法 72 )



( 調査法 73 )
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( 調査法 74 )



( 調査法 75 )
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( 調査法 76 )

図 ルビーロウムシ♀の各発育態の模式図（金沢大学理学部 大串龍一）

表 ツノロウムシ♀の各発育態の見分け方
（カメノコロウムシもほとんど同様）

体 の 大 き さ (長 径）
（ロ ウ 物 質 を 含 む）

外 形

齢
前後

（ ）
白色のロウ質突起が 対，側面の 対はとくに大きい。中央部の
ロウ物質がいちじるしく盛りあがる。

齢
～

（ ～ ）
中央のロウ物質突起が円錐形となり，周囲の突起もやや立ち上
がっている。

齢
～

（ ～ ）
全体にロウ物質が出て突起は小さくなる。中央の円錐状突起は先
が丸くなり，全体が半球状となる。

成 虫
以上( 以上）

（ )内はカメノコロウムシの場合
周囲のロウ物質突起はほとんど消失し，全体が半球状で大きくな
る。（カメノコロウムシではやや平たい）

図 ツノロウムシ♀の各発育態の模式図（金沢大学理学部 大串龍一）

表 ルビーロウムシ♀の各発育態の見分け方

体の大きさ(長径）
（ロウ物質を含む）

外 形

齢 前後 白色透明のロウ質突起 対，中央部には白色ロウ物質盛り上がる。

齢 ～
横 対のロウ物質突起に白い帯（気管帯）を生じる。ロウ物質は赤
色になる。中央部殻頂の白い部分は次第に小さくなる。

齢 ～ 横 対の気管帯以外の突起は消失。殻頂の白色部は消失。

成 虫 ～ 普通に見られるロウムシの形になる。



( 調査法 77 )

図 チャノキイロアザミウマによる果梗部被害程度別基準

図 チャノキイロアザミウマによる果頂部（前期）被害程度別基準

常

緑



( 調査法 78 )

図 チャノキイロアザミウマによる果頂部（後期）被害程度別基準

被 害 少 被 害 中 被 害 多
（ は 日間隔散布で効果の高い農薬によくみられる。被害痕はのちに消失する場合が多い。）

図 ミカンハモグリガによる被害程度別基準



( 調査法 79 )

表 ゴマダラカミキリの卵・幼虫期間

ステージ 飼育温度 平 均 値 )

卵
℃
℃
℃

± （ ) )

± （ ）
± （ ）

一 齢 幼 虫
℃
℃
℃

± （ ）
± （ ）
± （ ）

二 齢 幼 虫
℃
℃
℃

（ ）
± （ ）
± （ ）

一齢＋二齢
℃
℃
℃

（ ）
± （ ）
± （ ）

注 ）平均値± ％信頼幅
注 ）調査個体数

常

緑



判 定 基 準（常緑果樹）

下記の基準を目安に判定する。但し，境界域に属する判断や合理的な理由に基づく判断までをも制限する

ものではない。

( 調査法 80 )

対 対 照

概評の記号 効 果 の 判 断 計算法* 判定基準

効 果 が 優 る
① ＋ 以上

② － 以下

効 果 が ほ ぼ 同 等
① ±

② ±

効 果 が や や 劣 る
① － ～－

② ＋ ～＋

効 果 が 劣 る
① － 以下

② ＋ 以上

〈計算法〉
①：判定に用いた数値が，防除効率，補正死亡率などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤と対照薬剤
の指数の差

②：判定に用いた数値が，対無処理比，補正密度指数などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤と対
照薬剤の指数の差

対無処理

概評の記号 効 果 の 判 断 計算法*
判 定 基 準

一般害虫 ミカンハダニ

効 果 が 高 い
① 以上 以上

② 以下

効 果 は あ る
① ～ ～

② ～

効果は認められるが
その程度はやや低い

① ～ ～

② ～

効 果 は 低 い
① 以下 以下

② 以上

〈計算法〉
①：判定に用いた数値が，防除効率，補正死亡率などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤の指数
②：判定に用いた数値が，対無処理比，補正密度指数などの場合（無処理を とした時の指数）の供試薬剤の指数


